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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
接続された機器から音声再生条件を特定する情報を取得する情報取得手段と、前記情報取
得手段で取得した情報を基に音声データの再生条件を設定する制御手段と、
前記制御手段で設定された再生条件によって、音声データを再生する再生手段と、
前記情報取得手段で取得された情報のうちサンプリング周波数が、音声データのサンプリ
ング周波数より高い場合には、該機器に、前記再生手段で再生された音声データをアップ
サンプリング処理を施して送信する送信手段とを備えることを特徴とする音声再生装置。
【請求項２】
前記制御手段が設定する再生条件は、復号化音声種別であることを特徴とする、請求項１
に記載の音声再生装置。
【請求項３】
前記制御手段が設定する再生条件は、音声チャンネル数であることを特徴とする請求項１
に記載の音声再生装置。
【請求項４】
前記制御手段が設定する再生条件は、サンプリング周波数であることを特徴とする、請求
項１に記載の音声再生装置。
【請求項５】
前記情報取得手段で取得した機器の音声再生条件及び該機器を特定する機器情報を記録す
る記憶手段をさらに備え、該機器に接続の際に、前記記憶手段に記録された機器情報と比
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較することにより、以前に接続された機器情報と一致する場合には、前記再生手段が前記
記憶手段内に記録された音声再生条件にて再生することを特徴とする、請求項１に記載の
音声再生装置。
【請求項６】
前記再生手段は符号化方式を変更して再生する符号化変換手段をさらに備えることを特徴
とする、請求項１に記載の音声再生装置。
【請求項７】
前記再生手段は、コンテンツから圧縮符号化された圧縮ビットレート数の高い方式を有す
る音声データを優先して出力することを特徴とする、請求項２に記載の音声再生装置。
【請求項８】
前記再生手段は、コンテンツから音声再生チャンネル情報の多い音声データを優先して出
力することを特徴とする、請求項３に記載の音声再生装置。
【請求項９】
前記再生手段は、音声再生条件が可逆圧縮符号化された音声データを優先して出力するこ
とを特徴とする、請求項２に記載の音声再生装置。
【請求項１０】
前記再生手段は、コンテンツから音声再生サンプリング周波数の高い音声データを優先し
て出力することを特徴とする、請求項３に記載の音声再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧縮符号化されたオーディオデータを、デジタルインターフェース等により
接続された出力機器と連携して再生する音声再生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、圧縮符号化されて記録されたビデオ信号およびオーディオ信号をＣＤ－ＲＯＭ、
ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の記録媒体から読み出し、デコード（伸張）して出力
するデータ再生装置が知られている。データ再生装置が伸張されたデータをその装置に接
続されたモニタ、音響スピーカ等に送ることにより、ビデオおよびオーディオの再生が実
現される。
【０００３】
　圧縮符号化に関しては、多くの規格が規定されている。例えばＭＰＥＧ（Ｍｏｔｉｏｎ
Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）は、ビデオ信号およびオーディオ信号
の両方を圧縮符号化する規格として知られている。
【０００４】
　以下従来の再生システムや再生方法について説明する。なお、出願人は、特許文献１、
特許文献２、及び特許文献３に開示されているオーディオ機器、制御装置、映像受信シス
テムを認識しており、本発明の課題を明確にするために、先行技術の内容を従来例として
、簡単に説明する。
【０００５】
　まず特許文献１における従来のオーディオ機器について説明する。図１１は、この機器
の構成を示すための説明図である。図１１のオーディオ機器の音声処理の流れは以下のと
おりである。外部ソース機器側(図示せず)からのエンコードデジタル信号を、デスティネ
ーション側のオーディオ機器のデジタル・インターフェース・レシーバ２０２より入力し
、複数のエンコードデジタル信号のデコードに対応するデジタル信号処理装置２０４にて
デコードと音場再生信号処理を施して、Ｄ／Ａ（Ｄ／Ａコンバータの略称）２０５から再
生音声信号を出力するものである。この機器の場合、種々のエンコードされたデジタル信
号の中から、特定のエンコードデジタル信号かを判別し、特定されたエンコードデジタル
信号に適した音場再生モードに基づく信号処理を実行するものである。例えば、ＡＶアン
プのようなオーディオ機器において、光（Ｏｐｔｉｃａｌ）ケーブルもしくは同軸（Ｃｏ
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ａｘｉａｌ）ケーブルなどにより入力されたエンコードデジタル信号に種別に従って、デ
コード処理を施すものである。
【０００６】
　次に特許文献２における従来の制御装置及び制御方法について説明する。ＩＥＥＥ１３
９４ケーブルから入力された音声データをデコードする音声デコーダと、音声デコーダか
ら出力された音声信号を出力する音声データ出力部と、ＩＥＥＥ１３９４インターフェー
スの制御を行うＣＰＵから構成されるものである。この制御装置の場合には、ＩＥＥＥ１
３９４インターフェースから入力されるバス上の信号から、制御機器に接続される相手側
のソース機器側の再生機器エンコードデジタル信号の種別を格納した機器固有データを持
ち、デスティネーション機器側の制御機器がその機器固有データを読み込んだ上で、バス
上のエンコードデジタル信号が、デコード可能な種別であるならば、バス上から信号を取
り込み、デコード処理を施してデコード音声を出力するものである。
【０００７】
　これらは全て、ソース機器側から、特定のエンコードデジタル信号を供給し、デスティ
ネーション機器側が、受信されたエンコードデジタル信号をデコード再生するものであっ
た。特許文献１のオーディオ機器においては、デスティネーション機器であるオーディオ
機器が、入力されたエンコードデジタルデータの種別によってデコード音声及び、音場再
生モードを決定する。特許文献２の制御装置においては、ソース機器側から機器固有情報
を獲得し、デコード可能なエンコードデジタル信号がバス上をながれている場合、それを
入力し、デコード再生する。
【０００８】
　また特許文献３における映像受信システムについて説明する。図１２は、このシステム
の構成を示す説明図である。図１２の映像受信システムの処理の流れは以下のとおりであ
る。テレビ１００の選局動作により、テレビ１００に接続されたセットトップボックス（
以下ＳＴＢと略す）であるＳＴＢ１１２より出力される映像及び音声信号へ入力を切り替
えるとともに、さらにＳＴＢ１１２側の選局動作をも行えるものである。これは、ＨＤＭ
Ｉ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）等
で接続されているソース機器側のＳＴＢ１１２の情報を、デスティネーション機器側のテ
レビ１００側が入手し、ソース側のチューナ選局操作を行う制御を、ＨＤＭＩを介してデ
スティネーション機器側の操作により、操作を簡便に行おうとするものである。
【特許文献１】特開平９－１３０８９８号公報（第３－６頁、第１図、第２図）
【特許文献２】特開２０００－１５１７５２号公報（第３－５頁、第１図、第３図、第４
図）
【特許文献３】特開２００４－３０４２２０号公報（第６－１６頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　デスティネーション側でデコードできないエンコードデジタル信号がソース側から送ら
れてきた場合、デスティネーション機器側はその音声を再生することができないという課
題を解決するものではなかった。特許文献３の映像受信システムにおいては、一歩進んで
、デスティネーション機器側から、ソース機器側の選局動作までの制御を行うものであっ
たが、これはエンコードデジタル信号のデコード再生条件を変更するものではなく、あく
まで選局チャンネルを変更するものであった。よって、選局により特定した番組がデステ
ィネーション側でデコード可能なエンコードデジタル信号でなければ、やはりデコードし
て音声を再生することができない。
【００１０】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、ソース側が、デスティ
ネーション側での再生可能なデコード条件を獲得することにより、エンコードデジタル信
号を選択再生する機能を有することで、デスティネーション機器側でデコード再生できる
装置を提供するものである。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１及び第２の本発明（請求項１及び請求項２に対応）による音声再生装置は、接続さ
れた機器から音声再生条件を特定する情報を取得する情報取得手段と、情報取得手段で取
得した情報を基に音声データの再生条件を設定する制御手段と、制御手段で設定された再
生条件によって、音声データを再生する再生手段と、前記情報取得手段で取得された情報
のうちサンプリング周波数が、音声データのサンプリング周波数より高い場合には、該機
器に、前記再生手段で再生された音声データをアップサンプリング処理を施して送信する
送信手段を備えるもので、音声出力手段側で復号化できる音声データを再生手段側で選択
することができるため、利用者が再生手段側を操作せずとも、音声出力手段の再生条件に
あった音声再生を可能とするものである。
【００１２】
　第３の本発明（請求項３に対応）による音声再生装置は、前記制御手段は、さらに前記
機器が有する音声再生チャンネル情報を受けて、再生する音声チャンネル数を切り替える
もので、音声出力手段側で備えている出力チャンネル数を再生手段側で選択することがで
きるため、利用者が再生手段側でチャンネル数設定を変更せずとも、音声出力手段の再生
条件にあった音声再生を可能とするものである。
【００１３】
　第４の本発明（請求項４に対応）による音声再生装置は、前記制御は、さらに前記機器
が有する音声再生サンプリング情報を受けて、再生するサンプリング周波数を切り替える
もので、音声出力手段に伝送する伝送条件や音声出力手段側のデジタルアナログコンバー
タ（以下ＤＡＣ）のサンプリング周波数条件を再生手段側で獲得したうえで、出力するこ
とができるため、再生手段側でできるだけ高いサンプリングデータを出力が可能となり、
高音質再生を可能とするものである。
【００１４】
　　第５の本発明（請求項５に対応）による音声再生装置は、前記機器の音声再生条件及
び前記機器を特定する機器情報を記録する記憶手段をさらに備え、前記機器に接続の際に
、前記記憶手段に記録された機器情報と比較することにより、以前に接続された機器情報
と一致すれば、前記再生手段が前記記憶手段に記録された音声再生条件にて、再生するこ
とを特徴とするもので、音声出力手段を時々利用者が切り替えるようなことがあっても、
接続相手機器固有のデータを再生手段側にもっておけるため、接続条件設定の煩雑さを低
減するものである。
【００１５】
　第６の本発明（請求項６に対応）による音声再生装置は、前記機器が音声データを復号
化できる場合は、前記再生手段は圧縮符号化された音声データを出力するもので、前記音
声出力手段が復号化できない場合に限り、前記再生手段が非圧縮のデータにデコードして
音声を出力することにより、音声出力手段側が圧縮データの復号化に対応していない機器
を接続しても、利用者を手間取らせることなく、出力設定を完了できるものである。
【００１７】
　第７の本発明（請求項７に対応）による音声再生装置は、コンテンツから圧縮符号化さ
れた圧縮ビットレート数の高い方式を有する音声データを優先して出力するもので、より
高音質で聞きたい利用者のために、圧縮された比率が少ない方式つまり圧縮ビットレート
が高くて音声情報量の多い接続設定を自動的に優先するものである。
【００１８】
　第８の本発明（請求項８に対応）による音声再生装置は、コンテンツから音声再生チャ
ンネル情報の多い音声データを優先して音声を出力するもので、利用者によっては、シア
ター感覚で、できるだけサラウンド再生状況にちかい設定を有効とするものである。
【００２０】
　第９の本発明（請求項９に対応）による音声再生装置は、音声再生条件が可逆圧縮符号
化された音声データを出力することを優先して出力するもので、圧縮された音声データの



(5) JP 4613674 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

なかから、可逆圧縮符号化データを選別するため、より高音質再生を優先して選択し、再
生を実現するものである。
　第１０の本発明（請求項１０に対応）による音声再生装置は、音声再生条件が音声再生
サンプリング周波数の高い音声データを優先して出力するもので、より高音質再生を優先
して選択し、再生を実現するものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の音声再生装置は、デスティネーション側である音声出力手段の有する再生可能
なデコード条件情報等を獲得することにより、エンコードデジタル信号を選択して再生し
、音声データを伝送する機能を有することができる。つまり、利用者が意識せずとも音声
出力手段側の出力情報を取得したなかから、再生できるエンコード音声符号化データを選
別し、音声出力手段側で受けられるフォーマットに変換できるという利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　　（実施の形態１）
　　はじめに、本発明の実施の形態１による音声再生装置の構成を示すブロック図である
図１を主として参照しながら、本実施の形態１の構成について説明する。図１は、再生機
１０と、出力機２０からなる構成を示す。再生機１０とは、ＤＶＤプレーヤ、ＤＶＤレコ
ーダ、パーソナルコンピュータ（以下ＰＣと略す）、ＳＴＢ等や、光ディスクに代えてハ
ードディスクを用いたときはハードディスクレコーダなどであり、出力機２０とは、ＡＶ
アンプやテレビモニタなどのＡＶ出力機器である。
【００２３】
　まず、ＡＶ信号処理の流れから説明する。再生機１０内には、ディスク再生部１や、ア
ンテナ部２などの入力機器がある。ディスク再生部１は、例えばＤＶＤ－ＲＯＭ等の光デ
ィスクから光ピックアップを介して読み出されたデータストリームに２値化処理等を行っ
て、デジタルデータストリームとして出力する。アンテナ部２においては、アンテナ等を
介してデジタル放送のデータストリームを受信するものである。入力部５は、ディスク再
生部１やアンテナ部２から入力されたデジタルデータストリームをビデオデータおよびオ
ーディオデータに分離し、デコード部６では、必要に応じて各々をデコードして映像信号
と音声信号からなるＡＶ信号として出力する。
【００２４】
　ＡＶ信号は、送信部７から出力機２０へ送出される。送信部７から送出されたＡＶ信号
は、出力機２０内の受信部１２より受け取られ、出力部１３へ送られる。
【００２５】
　出力部１３は、デコードされる前のエンコードデジタル信号を受けてデコード処理を行
い音声信号として再生、もしくは、デコード部６によりデコードされたデコード済みデー
タを受けて音声信号として再生するものである。
【００２６】
　入力部５に入力されるデジタルデータストリームは、ＭＰＥＧなどの方式による各種符
号化方式されたコンテンツや、デジタル放送等のデジタル圧縮符号化されたオーディオ・
ビデオ信号である。光ディスク装置等や、デジタル放送チューナ装置等からデータの供給
を受け、多重化されて記録されているオーディオ・ビデオ信号を分離し、圧縮ビデオデー
タ及び圧縮オーディオデータの分離とビデオ再生時刻情報とオーディオ再生時刻情報を抽
出する入力解析を行うものである。
【００２７】
　ＭＰＥＧでは、ビデオおよびオーディオの同期再生を実現するために、ビデオとオーデ
ィオの各アクセスユニットと呼ばれるデコードの単位ごと（ビデオは１フレーム、オーデ
ィオは１オーディオフレーム）に、いつ再生すべきかの時刻を管理するためのタイムスタ
ンプ値が付加されている。このタイムスタンプ値は、ＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ
　　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）と呼ばれ、オーディオ用はオーディオＰＴＳ（以下「ＡＰＴ
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Ｓ」と記述する）およびビデオ用はビデオＰＴＳ（以下「ＶＰＴＳ」と記述する）が規定
されている。ＰＴＳが上述のシステム時刻基準ＳＴＣに一致したときに、そのＰＴＳが付
加されたアクセスユニットが再生のために出力される。ＰＴＳの精度は、９０ｋＨｚのク
ロックで計測した値であり、３３ビット長で表されている。９０ｋＨｚで計測する理由は
、ＮＴＳＣ、ＰＡＬの両方のビデオ方式のフレーム周波数の公倍数であることと、オーデ
ィオの１サンプル周期よりも高い精度を得るためである。
【００２８】
　図２は、デコード部６の詳細な機能ブロックの構成例を示す。デコード部６は、入力部
５からの入力により、圧縮ビデオバッファ部２２と、ビデオ再生時刻情報管理部２３と、
システム時刻基準参照部２４と、ビデオデコード部２５と、圧縮オーディオバッファ部２
６と、オーディオ再生時刻情報管理部２７と、オーディオデコード部２８とを有する。
【００２９】
　入力部５は、データストリームから、デジタル圧縮符号化されたオーディオおよびビデ
オデータを分離して抽出するとともに、ビデオパックに付加されたＶＰＴＳをビデオ再生
時刻情報として抽出し、オーディオパックに付加されたＡＰＴＳをオーディオ再生時刻情
報として抽出する。
【００３０】
　まず、ビデオ処理に関する構成要素を説明する。圧縮ビデオバッファ部２２は、入力部
５によって分離されたビデオデータを一次格納する。ビデオ再生時刻情報管理部２３は、
圧縮ビデオバッファ部２２に格納されたビデオデータとビデオ再生時刻情報を関連づけた
テーブルを生成し、管理する。
【００３１】
　ビデオデコード部２５は、圧縮符号化されたビデオデータの属性情報（ビデオヘッダ情
報）を解析するとともに、圧縮ビデオバッファ部２２に格納されているビデオデータをビ
デオ再生時刻情報に従ってデコードする。ビデオデコード部２５にはフレームバッファ部
３１およびビデオ出力部３２が設けられている。フレームバッファ部３１は、デコードし
たビデオデータを格納する。ビデオ出力部３２は、外部へビデオデータを出力する。この
ビデオデータは、さらに出力機２０に接続される送信部７に出力される。
【００３２】
　次に、オーディオ処理に関する構成要素を説明する。圧縮オーディオバッファ部２６は
、入力部５によって分離されたオーディオデータを格納することができる半導体メモリで
ある。そのバッファサイズは、取り扱う符号化オーディオデータの圧縮率等によって異な
り、例えば数キロバイトから数十キロバイト程度である。オーディオ再生時刻情報管理部
２７は、圧縮オーディオバッファ部２６に格納されたオーディオデータとオーディオ再生
時刻情報を関連づけるテーブルを生成し、管理する。
【００３３】
　オーディオデコード部２８は、圧縮符号化されたオーディオデータの属性情報（オーデ
ィオヘッダ情報）を解析するとともに、圧縮オーディオバッファ部２６に格納されている
オーディオデータをオーディオ再生時刻情報に従ってデコードする。オーディオデコード
部２８にはＰＣＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｃｏｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）バッファ部３３およ
びオーディオ出力部３４が設けられている。ＰＣＭバッファ部３３は、デコードしたオー
ディオデータを格納する。オーディオ出力部３４は、外部へオーディオデータを出力する
。このオーディオデータは、さらに出力機２０に接続される送信部７に出力される。
【００３４】
　なお、オーディオ出力部３４に接続された光出力端子からドルビーデジタル方式等のエ
ンコードデジタル信号方式であるストリームのままで出力する場合もある。このような場
合、オーディオデコードを実施せずにストリームバッファ（図示せず）に一旦蓄えて、Ｓ
ＴＣを参照し、ＡＰＴＳが一致もしくは超過した時点で、オーディオ出力する。
【００３５】
　なお、上述のビデオデコード部２３およびオーディオデコード部２８は、各々別々の半
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導体集積回路等とその制御用のプログラムにより実現することができる。しかし、それぞ
れの機能を実現できる限り、１つの半導体集積回路等とその制御用のプログラムによって
実現してもよい。
【００３６】
　次に、ビデオ出力部３２およびオーディオ出力部３４から出力されるビデオデータおよ
びオーディオデータを、同期して再生するための構成を説明する。デコードタイミングお
よび再生タイミングは、システム時刻基準参照部２４によって実現される。
システム時刻基準参照部２４は、再生機１０の内部においてシステム時刻基準ＳＴＣを生
成する。ＳＴＣを生成するためには、ＤＶＤディスク等で使用されるプログラムストリー
ム（ＰＳ）に規定されるＳＣＲ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｌｏｃｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ：シス
テム時刻基準参照値）の値を用いる。ＳＣＲはパックヘッダに記述されている。なお、入
力されるデータストリームがＢＳデジタル放送で使用されるトランスポートストリーム（
ＴＳ）のときは、ＰＣＲ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｃｌｏｃｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ：プログラ
ム時刻基準参照値）が用いられる。
【００３７】
　システム時刻基準参照部２４は、ビデオデータの最終バイトの到着時に、ＳＣＲの値を
システム時刻基準ＳＴＣと同じ値に設定する。これにより基準となる時刻を設定すること
ができる。さらに、このＳＴＣの値の設定と、ＰＬＬ（位相ロックループ）回路（図示せ
ず）を組み合わせることにより、デコード部６の基準時刻用システムクロックと完全に周
波数が一致したＳＴＣをもつことができる。システム時刻基準ＳＴＣのシステムクロック
の周波数は２７ＭＨｚである。このＳＴＣからカウンタ等により分周することにより、各
ＰＴＳ（周波数：９０ｋＨｚ）が参照される。
【００３８】
　ビデオデコード部２５は、システム時刻基準ＳＴＣがＶＰＴＳに一致したときそのＰＴ
Ｓが付加されていたアクセスユニットを出力し再生させる。またオーディオデコード部Ａ
４は、ＳＴＣがＡＰＴＳに一致したときにそのＰＴＳが付加されていたアクセスユニット
を出力し再生させる。ＰＴＳの周波数は９０ｋＨｚであるから、この精度の範囲内で、Ｓ
ＴＣとＶＰＴＳおよびＡＰＴＳとの同期をとれるようにビデオデータおよびオーディオデ
ータの各々をデコードする。これにより、ビデオおよびオーディオの同期再生を実現でき
る。
【００３９】
　ＳＴＣに対して、ＶＰＴＳ及びＡＰＴＳを同期させるよう、ビデオデコード及びオーデ
ィオデコードを実施する。特に、ＡＰＴＳにＶＰＴＳが、５０ミリ秒先行から、３０ミリ
秒遅延までの間にあわせれば、リップシンクのずれは気にならない程度となる。
【００４０】
　送信部７は、デコード部６でデコードされたＡＶデータを受信部１２側に送信する。こ
の送受信を、ＨＤＭＩを例にして説明するが、ＩＥＥＥ１３９４等のデジタルインターフ
ェースでもよい。またＬＡＮなどの有線もしくは無線によるネットワーク回線を用いた場
合でもよい。この再生機１０と出力機２０の間のデジタルインターフェースは、音声デー
タを出力機２０側に流すために、出力機２０側の情報を送信する機能を有することが必要
である。
【００４１】
　次に、送信部７と、受信部１２の構成について、図３を用い、ここではＨＤＭＩを例に
して説明する。ＨＤＭＩは、送信部７であるトランスミッタと、受信部１２であるレシー
バから成る。トランスミッタは、ＳＴＢやＤＶＤ、ＶＣＲなどの映像音声ソースの再生側
であり、レシーバは、ＴＶやディスプレイ、ＡＶアンプなどの出力機側である。
【００４２】
　送信部７（図３のソース部８１）では、と、受信部１２（図３のシンク部８２）は、Ｈ
ＤＭＩケーブルで接続される。ＡＶデータ８６は、トランスミッタ部８３から、レシーバ
部８４側への一方方向だが、後述するＤＤＣライン８７と、ＣＥＣライン８８は双方向で
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ある。ＣＥＣ（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）ライン８
８は、機器の制御信号を伝送するもので、電源のオンオフや、出力チャンネル設定変更な
どのコマンドを伝送する。ＤＤＣ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）ライン
８７は、ディスプレイやアンプなどの制御信号を伝送するものである。
【００４３】
　ソース部８１は、シンク部８２を特定する情報を求める制御コマンドを、ＤＤＣライン
８７から送信する。すると、機器固有情報部１１に該当するＥＤＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ
　　
　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）ＲＯＭ８５から、自己の
装置の機器ＩＤとともに、機器固有情報としてソース部８１に送信する。
【００４４】
　図４は、ＥＤＩＤのデータ構成例を示したものである。主に、ビデオデータブロック、
オーディオデータブロック、スピーカ配置データブロック、メーカー固有情報（Ｖｅｎｄ
ｏｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｄａｔａ）ブロックの４つのブロックから構成される。
【００４５】
　本実施の説明では、オーディオに関するブロックを詳細に説明する。オーディオデータ
ブロックは、このレシーバが再生できるオーディオ情報が格納されている。各種復号可能
なオーディオデコーダ種別情報や、そのデコード情報に関連する再生チャンネル数や、サ
ンプリング周波数、量子化データビット長、圧縮レート情報などが格納されている。また
スピーカ配置ブロックは、レシーバが出力可能なスピーカ（フロントスピーカ、リアスピ
ーカ、センタースピーカなど）配置情報が格納されている。
【００４６】
　これらのＥＤＩＤ情報を、機器ＩＤとともに、記憶手段であるメモリ部４にＥＤＩＤＲ
ＯＭ８５情報として格納しておけばよい。電源投入時に、送信部は、受信部の機器ＩＤさ
えわかれば、受信機を特定することができる。
【００４７】
　このように、情報獲得部８は、機器固有情報部１１から、機器ＩＤを受け取る。制御手
段であるＣＰＵ部３は、獲得した機器を、メモリ部４である内部メモリまたは外部のメモ
リカード等に規定されたテーブルを参照する。例えば図６のように、テーブルには、機器
ＩＤと各種再生オーディオ情報との対応が記述されている。そして、機器ＩＤおよびその
テーブルに基づいて、出力機２０の有する出力可能フォーマット情報を得ることができる
。これら獲得した情報は、データ処理装置内でデフォルト設定値として保存しておく構成
にしておけば、機器接続が変わらない限りいつも同じ状態でのＡＶ再生を行うことができ
る。接続機器ＩＤ等の変更があれば、その都度相手機器側の情報を受け、設定を変更すれ
ばよいソース側は、ＥＤＩＤ情報を、機器固有情報として受け取ることにより、メモリ部
４の内容を更新すればよい。
【００４８】
　これらの外部接続機器には、ＴＶなどのモニタ出力機器や、オーディオ出力アンプ、Ａ
Ｖセレクタ機能を有するＡＶアンプなどのインターフェース機器、携帯型出力機器、車載
用ＡＶ再生機器などが想定される。
【００４９】
　受信部１２に受信されたオーディオデータが、ＰＣＭデータである場合は、そのまま出
力部１３へ送られる。一方符号化されたエンコードデジタル信号であるストリーム形式の
データであった場合は、デコード処理を行ってＰＣＭデータに復号化したあとで、出力部
１３へおくられる。そして出力部１３に接続されるスピーカ部（図示せず）から、再生音
声が出力されるものである。
【００５０】
　次に、図７を用いて再生機１０のＣＰＵ部３が、送信部７から出力する出力フォーマッ
トを選択する処理ルーチンについて説明する。これは、アンテナ２より入力されたデジタ
ルＴＶ音声（以下ＤＴＶと略す）について、ステップＳ４０１で、入力部２がそのデコー
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ド音声種別情報を取得する。日本国内のＢＳデジタル放送の場合は、ＡＡＣ（Ａｄｖａｎ
ｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）と呼ばれる符号化方式でエンコードされている。
【００５１】
　出力機２０側の機器ＩＤ情報を、先に説明したＨＤＭＩインターフェースを介して受け
取り、ステップＳ４０２にて、メモリ部４に格納されている情報と比較する。一致する情
報があれば、機器ＩＤに該当する出力可能フォーマット情報を読み出す。一方一致する機
器ＩＤがなければ、ステップＳ４０３にて、出力機２０側の出力可能フォーマットなどの
出力音声情報を取得する。
【００５２】
　ここでは、図4のＡｕｄｉｏ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ９２の内容の情報が、機器ＩＤに
関連付けられて、再生機１０側にメモリされている場合を想定して説明する。
【００５３】
　ステップＳ４０４にて、出力可能フォーマットにＡＡＣ方式が存在するかどうかを判断
する。ＡＡＣ方式とよばれるエンコードデジタル信号であるストリーム形式のデータを伝
送し、出力機２０側でそれをデコード可能と判断された場合は、ステップＳ４０５にて、
デコード部６にて、ＡＡＣ方式のストリームをリニアＰＣＭ（以下ＬＰＣＭと略）にデコ
ード変換することなく、エンコードデジタル信号であるストリーム形式のデータの状態の
ままで送信部７へ出力する設定をＣＰＵ部３が指定する。
【００５４】
　一方、出力機２０側が、ＡＡＣ方式で受け取れない場合は、ＬＰＣＭのうちで、マルチ
チャンネル方式で受信できるかどうかを、ステップＳ４０６にて判断する。もし、マルチ
チャンネル方式で受信できる場合は、ステップＳ４０７にて、デコード部６で、ＡＡＣ方
式で符号化された５．１ｃｈなどのサラウンド放送を、マルチチャンネル出力フォーマッ
トでデコード出力設定し、出力フォーマット設定関数Ｆ５００の処理を施す。出力フォー
マット設定関数Ｆ５００については、後で説明する。
【００５５】
　出力機２０側がマルチチャンネル方式で受信できない場合は、ＬＰＣＭの２チャンネル
出力設定が選ばれる。ステップＳ４０８で、ＡＡＣ方式で符号化された５．１ｃｈなどの
サラウンド放送についても、チャンネル数変換手段（図示せず）によるマルチチャンネル
をステレオ２チャンネル音声にダウンミックス処理（複数チャンネルの出力音声を２チャ
ンネルの出力音声に合成加算する処理）を行うことによって、２チャンネル出力フォーマ
ットで出力設定し、出力フォーマット設定関数Ｆ５００の処理を施す。
【００５６】
　出力フォーマット関数Ｆ５００について、図１０を用いて説明する。出力チャンネル数
の設定は、この関数が呼び出される前に決定されているが、ＬＰＣＭで出力するオーディ
オデータのサンプリングレートをこの中で選択するものである。まずステップＳ５０１に
て、出力機２０側で、サンプリング周波数１７６ＫＨｚ（正確に言えば、４４．１ＫＨｚ
の４倍にあたる１７６．４ＫＨｚであるがここでは１７６ＫＨｚと略して説明する）、ま
たは１９２ＫＨｚが扱えるかどうかを判断する。出力機２０側で扱える場合は、ステップ
Ｓ５０２にて、デコードした音声データが１７６ＫＨｚか以上かどうかを判断する。１７
６ＫＨｚ以上である場合は、ステップＳ５０３にてソースレートそのままのサンプリング
レートにて出力設定を行う。日本国内のＢＳデジタル放送の場合は、４８ＫＨｚである場
合が多いため、ステップＳ５０２では、１７６ＫＨｚ未満と判定される。ステップＳ５０
４では、デコード部６内のサンプリング変換手段にてアップサンプリングを行うフィルタ
処理を行うことによって、４８ＫＨｚの４倍の１９２ＫＨｚで出力するデータへサンプリ
ング処理を行い、サンプリング周波数１９２ＫＨｚでのオーディオデータとして出力する
ように設定される。
【００５７】
　ステップＳ５０１にて、出力機２０側が、１７６ＫＨｚもしくは１９２ＫＨｚのサンプ
リング周波数データを扱えない場合は、ステップＳ５０５にて、８８ＫＨｚ（正確に言え
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ば、４４．１ＫＨｚの２倍の８８．２ＫＨｚ）、または９６ＫＨｚのサンプリング周波数
が扱えるかどうかを判断する。扱える場合は、ステップＳ５０６にて、デコードした音声
データが１７６ＫＨｚ以上かどうかを判断する。１７６ＫＨｚ以上である場合は、そのま
まのサンプリング周波数では出力機２０側で処理できないために、サンプリング変換手段
によりステップＳ５０７にてソースのダウンサンプリング出力設定を行う。デコード部６
にて、８８ＫＨｚまたは９６ＫＨｚにて出力を行うダウンサンプリングフィルタ処理を行
って出力するように設定される。
【００５８】
　ステップＳ５０６にて、サンプリング周波数が１７６ＫＨｚ未満のソースである場合、
ステップＳ５０８にて、デコードした音声データが８８ＫＨｚ以上かどうかを判断する。
８８ＫＨｚ以上である場合は、ステップＳ５０９にてソースレートそのままのサンプリン
グレートにて出力設定を行う。一方、８８ＫＨｚ未満のソースの場合、ステップＳ５１０
では、デコード部６にてアップサンプリングを行うフィルタ処理を行うことによって、２
倍のサンプリングレートで出力するデータへサンプリング処理を行い、サンプリング周波
数８８ＫＨｚまたは９６ＫＨｚでのオーディオデータとして出力するように設定される。
【００５９】
　ステップＳ５０５にて、出力機２０側で、８８ＫＨｚ未満のサンプリング周波数のデー
タしか扱えない場合は、３２ＫＨｚまたは４４ＫＨｚ（正確には４４．１ＫＨｚ）、また
は４８ＫＨｚのサンプリング周波数のいずれかでの出力を行う出力設定が成される。ソー
スレートが４８ＫＨｚを超えるサンプリング周波数の場合であっても、デコード部６にて
ダウンサンプリング処理を行うことにより、出力機２０側で扱えるサンプリング周波数デ
ータとして出力される。
【００６０】
　実施の形態１では、再生機１０側で再生する元のエンコードデジタル信号が、ＡＡＣ方
式など圧縮符号化された１種類のみの場合を説明してきた。音声圧縮符号化方式には、Ａ
ＡＣ方式以外でも、ＤＴＳ方式（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｔｈｅａｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ社が
開発した音声符号化方式）、ドルビーデジタル方式などがあるが、本実施の形態１では、
1種類の圧縮符号化方式でのみエンコードデジタル化されているコンテンツを再生したと
きの再生方法を説明した。
【００６１】
　再生機１０は、出力機２０の再生情報を獲得し、まずエンコードデジタル信号を受信し
デコードできる環境があるかないか、次にＬＰＣＭ形式でのマルチチャンネル（３チャン
ネル以上）で受信再生できるか否か、できなければ２チャンネルでの受信再生を選択する
。さらに、より高音質による再生が、利用者より求められる場合においては、再生機１０
側において、エンコードデジタル信号をデコードした場合に、もとのサンプリング周波数
が高ければ、それを低いレートに落とすことなく出力することが好ましい。また再生機１
０側において、アップサンプリングなどのフィルタ処理を施すことによって、より高音質
の音声の再生を実現することができる。よって、高音質での音声出力を達成するためには
、出力機２０側で受信再生できるサンプリング周波数設定の情報を、再生機１０側が獲得
し、より高いサンプリング周波数で出力することに意味がある。
【００６２】
　また、ビット長についても同様である。エンコードデジタル信号をデコードしたときの
ビット長（例えば２４ビット）も、出力機２０側で受信再生が可能であれば、２４ビット
のまま伝送することが好ましい。もちろん別の出力機に接続し、相手側が１６ビットでし
か受信再生できない場合は、再生機１０側は、その情報を入手することによって、１６ビ
ットにまるめて出力することが望まれる。
【００６３】
　できるだけもとのエンコードデジタル信号の音声情報を残したままで出力機２０側に出
力することにより、コンテンツ製作者が意図した原音に少しでも近づけた再生環境を実現
しようとするものである。
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【００６４】
　以上のように、本発明の実施例１によれば、音声出力手段側のデコード情報などの出力
情報が、再生手段側の再生選択とし再生条件を整える機能を有することによって、利用者
が再生手段側や音声出力手段側の再生条件を変更せずとも、音楽等を楽しめる音声再生装
置を提供することができる。
【００６５】
　　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２による音声再生装置について説明する。実施の形態１との相違点
を中心に、以下に説明する。構成例は、実施の形態１と同様で、図１、図２、及び図３を
用いて説明する。
【００６６】
　以下、図８を用いて再生機１０のＣＰＵ部３が、送信部７から出力する出力フォーマッ
トを選択する処理ルーチンについて説明する。コンテンツから再生する場合に、エンコー
ドデジタル信号が、圧縮符合化された例えばＡＡＣ方式と、単に非圧縮でかつ符号化され
たＬＰＣＭ方式の２つから、任意の方式を選択し再生できるような場合の処理内容につい
て説明する。
【００６７】
　これは、光ディスク１再生などから入力されたエンコードデジタル信号について、ステ
ップＳ４２１で、入力部２がそのデコード音声種別情報を取得する。ここでは、圧縮符号
化されたＡＡＣ方式と、非圧縮で符号化されたＬＰＣＭ方式でエンコードされている。
【００６８】
　実施の形態１と同様に、出力機２０側の機器ＩＤ情報を、先に説明したＨＤＭＩインタ
ーフェースを介して受け取り、ステップＳ４２２にて、メモリ部４に格納されている情報
と比較する。一致する情報があれば、機器ＩＤに該当する出力可能フォーマット情報を読
み出す。一方一致する機器ＩＤがなければ、ステップＳ４２３にて、出力機２０側の出力
可能フォーマットなどの出力音声情報を取得する。
【００６９】
　そして、ＬＰＣＭによるマルチチャンネル方式で受信できるかどうかを、ステップＳ４
２４にて判断する。もし、マルチチャンネル方式で受信できる場合は、ステップＳ４２５
にて、ＬＰＣＭによるマルチチャンネル出力フォーマットでデコード出力設定し、出力フ
ォーマット設定関数Ｆ５００の処理を施す。
【００７０】
　ステップＳ４２４にて、マルチチャンネル方式で受信できない場合は、ステップＳ４２
６にて、ＡＡＣ方式が存在するかどうかを判断する。ＡＡＣ方式とよばれるエンコードデ
ジタル信号であるストリーム形式のデータを伝送し、出力機２０側でそれをデコード可能
と判断された場合は、ステップＳ４２７にて、デコード部６にて、ＡＡＣ方式のストリー
ムをＬＰＣＭに変換することなく、エンコードデジタル信号であるストリーム形式のデー
タの状態のままで送信部７へ出力する設定をＣＰＵ部３が指定する。
【００７１】
　出力機２０側が、ＡＡＣ方式で受け取れない場合は、ＬＰＣＭの２チャンネル出力設定
が選ばれる。ステップＳ４２８で、ＬＰＣＭでのマルチチャンネルをステレオ２チャンネ
ル音声にダウンミックス処理（複数チャンネルの出力音声を２チャンネルの出力音声に合
成加算する処理）を行うことによって、２チャンネル出力フォーマットで出力設定し、出
力フォーマット設定関数Ｆ５００の処理を施す。
【００７２】
　これは、コンテンツの再生時に、非圧縮の符号化データと、圧縮された符号化データの
両方が選べる場合においては、ＨＤＭＩ等を介して、出力機２０側の再生環境情報を獲得
しながら、非圧縮でかつマルチチャンネル再生を選択することによって、高音質再生を実
現しようとするものである。
【００７３】
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　なお、出力機２０側が、ＬＰＣＭによるマルチチャンネル方式で受信できない場合にお
いて、再生機１０側に符号化音声データをデコードしたものをマルチチャンネルで再エン
コードする機能を有する場合には、出力機２０側でデコードできる符号化方式で再エンコ
ードすることが望ましい。つまり、コンテンツを再生したときに、出力機２０側でデコー
ドできない符号化方式であったとしても、再生機１０側で、出力機２０側でデコードでき
る再符号化手段（エンコーダ）を有する場合には、その再符号化手段により符号化した音
声データを送信部７より出力すればよい。
【００７４】
　さらに、複数の再生コンテンツを合成して再生し、出力機２０側に出力したい場合は、
以下のように構成する。まず、出力機２０の機器固有情報部１１から、再生条件を獲得し
、ＬＰＣＭのマルチチャンネルで受信再生可能かどうかを判断する。可能であれば、再生
機１０側で複数の符号化データをデコードして音声合成し、ＬＰＣＭのマルチチャンネル
の形態で送信部７から出力する。次に、ＬＰＣＭのマルチチャンネルが受信再生不可であ
れば、再生機１０側のマルチチャンネルで符号化可能な符号化変換手段(図示せず)により
、出力機２０側でデコード可能な符号化方式で再エンコードした形態で送信部７から出力
する。再生機１０内に、出力機２０側ではデコードができない符号化方式への符号化変換
手段しかない場合、もしくは符号化変換手段を有しない場合は、複数のコンテンツを、各
々２チャンネルの出力音声にダウンミックスした上で、合成し、２チャンネル出力フォー
マットの形態で送信部７から出力する。このようにすれば、再生機１０側で同時に複数の
符号化音声を再生する場合においても、出力機２０側の再生条件情報を獲得することによ
って、合成された音声をできるだけマルチチャンネルの状態で楽しむことができる。
【００７５】
　　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３による音声再生装置について説明する。実施の形態１との相違点
を中心に、以下に説明する。構成例は、実施の形態１と同様で、図１、図２、及び図３を
用いて説明する。
【００７６】
　以下、図９を用いて再生機１０のＣＰＵ部３が、送信部７から出力する出力フォーマッ
トを選択する処理ルーチンについて説明する。コンテンツから再生する場合に、エンコー
ドデジタル信号が、複数の圧縮符合化された方式（例えば、ＤＴＳ方式とドルビーデジタ
ル方式など）から、任意の方式を選択し再生できるような場合の処理内容について説明す
る。圧縮符号化されたデータは複数あるが、非圧縮符号化方式のデータはない場合を想定
している。
【００７７】
　これは、光ディスク１再生などから入力されたエンコードデジタル信号について、ステ
ップＳ４６１で、入力部２がそのデコード音声種別情報を取得する。ここでは、圧縮符号
化されたＤＴＳ方式と、圧縮符号化されたドルビーデジタル方式でエンコードされている
。
【００７８】
　実施の形態１と同様に、出力機２０側の機器ＩＤ情報を、先に説明したＨＤＭＩインタ
ーフェースを介して受け取り、ステップＳ４６２にて、メモリ部４に格納されている情報
と比較する。一致する情報があれば、機器ＩＤに該当する出力可能フォーマット情報を読
み出す。一方一致する機器ＩＤがなければ、ステップＳ４６３にて、出力機２０側の出力
可能フォーマットなどの出力音声情報を取得する。
ステップＳ４６４にて、出力可能フォーマットにＤＴＳ方式が存在するかどうかを判断す
る。ＤＴＳ方式とよばれるエンコードデジタル信号であるストリーム形式のデータを伝送
し、出力機２０側でそれをデコード可能と判断された場合は、ステップＳ４６５にてさら
に、公知に説明されているような、ＤＴＳ方式のなかで、さらに詳細なＤＴＳ－ＨＤ方式
などのデコード方式を調べる。
【００７９】



(13) JP 4613674 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

　例えば、図５は、メモリ部４内に格納されたＡｕｄｉｏ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ９２１
の情報を示している。ここには、圧縮符号化されたエンコードデジタル信号であるＤＴＳ
方式の場合、さらに詳細なデコード制約条件情報を参照する場合を示している。
【００８０】
　図５において、ドルビーデジタル方式及びＤＴＳ方式の２方式において、各種の制約条
件として、再生チャンネル数や、サンプリングレート、上限圧縮ビットレートを示してい
る。これらは、出力機２０側から、ＨＤＭＩ等を介して入手したものである。図５をみれ
ば、例えばＤＴＳ方式において詳細な複数の再生条件が示されていることがわかる。これ
らの出力機２０側の再生環境、つまりデコード条件のうちで、最も再生可能チャンネル数
が多く、サンプリングレートや、圧縮ビットレートが高いものが再生可能であれば、そち
ら側を優先して選択すれば、より高音質な音声再生環境を整えることができる。
【００８１】
　ステップＳ４６５において、ＤＴＳ方式であるコンテンツを再生するときに、ＤＴＳ－
ＨＤ方式と呼ばれる高サンプリングレート及び高い圧縮ビットレートを有する再生が、出
力機側で可能であり、かつエンコードデジタル信号が、ＤＴＳ－ＨＤ方式でエンコードさ
れているかどうかを判断し、両方がかなえられていれば、ステップＳ４６６にて、ＤＴＳ
－ＨＤ方式のエンコードデジタル信号のストリームデータを出力設定する。一方、どちら
かが、かなえられていなければ、図９では、ＤＴＳ（ｃｏｒｅ）と記述している通常のＤ
ＴＳ方式でのエンコードデジタル信号のストリームデータを出力設定する。
【００８２】
　同様にして、ステップＳ４６８にて、出力機２０側で、ドルビーデジタル方式でエンコ
ードされたデジタル信号が受信再生できるかどうか判断する。可能であれば、ステップＳ
４６９にて、ドルビーデジタル方式のうちで、多チャンネルかつ高い圧縮ビットレートで
あるドルビーデジタルプラス（ＤＤ＋と略す）が受信再生可能で、かつコンテンツから読
み出したエンコードデジタル信号が、ＤＤ＋方式でエンコードされているかどうかを判断
する。条件が合致していればステップＳ４７０にて、ＤＤ＋方式でのエンコードデジタル
信号のストリームデータを出力設定する。条件が合致していなければ、通常のドルビーデ
ジタル方式であるＡＣ－３（商標）でエンコードデジタル信号を出力するよう設定する。
【００８３】
　出力機２０側にて、ＤＴＳ方式及びドルビーデジタル方式で受け取れない場合は、再生
機１０側のデコード部６にてこれらをデコードし、ＬＰＣＭの音声データにする。そして
、ＬＰＣＭの形式で、マルチチャンネル方式で受信できるかどうかを、ステップＳ４７２
にて判断する。もし、マルチチャンネル方式で受信できる場合は、ステップＳ４７３にて
、デコード部６で、マルチチャンネル出力フォーマットでデコード出力設定し、出力フォ
ーマット設定関数Ｆ５００の処理を施す。
【００８４】
　出力機２０側がマルチチャンネル方式で受信できない場合は、ＬＰＣＭの２チャンネル
出力設定が選ばれる。ステップＳ４７４で、マルチチャンネルの再生信号についても、ス
テレオ２チャンネル音声にダウンミックス処理（複数チャンネルの出力音声を２チャンネ
ルの出力音声に合成加算する処理）を行うことによって、２チャンネル出力フォーマット
で出力設定し、出力フォーマット設定関数Ｆ５００の処理を施す。
【００８５】
　コンテンツの再生時に、非圧縮の符号化データがなく、圧縮された符号化データが複数
選べる場合において、ＤＴＳ方式と、ドルビーデジタル方式の両方が選べる場合には、圧
縮された符号化レートが高い方式（例えば、ＤＴＳ方式が１.５Ｍビット／秒で、ドルビ
ーデジタル方式が４４８Ｋビット／秒である場合はＤＴＳ方式を指す）を選択するように
予め利用者が優先順位の選択基準を設定できるようなアルゴリズムを採用してもよい。
【００８６】
　これは、コンテンツの再生時に、非圧縮の符号化データがなく、圧縮された符号化デー
タが複数選べる場合においては、ＨＤＭＩ等を介して、出力機２０側の再生環境情報を獲
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得し、圧縮ビットレートが高いか、サンプリングレートが高いか、再生チャンネル数が多
いかなどの判断基準により、より高音質再生を実現しようとするものである。
【００８７】
　　（実施の形態４）
　本発明の実施の形態４による音声再生装置について説明する。実施の形態１との相違点
を中心に、以下に説明する。構成例は、実施の形態１と同様で、図１、図２、及び図３を
用いて説明する。
【００８８】
　以下、再生機１０のＣＰＵ部３が、送信部７から出力する出力フォーマットを選択する
処理ルーチンについて説明する（図はなし）。本形態では、コンテンツから再生する場合
に、エンコードデジタル信号が、複数の圧縮符合化された方式（例えば、ＤＴＳ方式とド
ルビーデジタル方式など）と、非圧縮符号化方式とから、任意の方式を選択し再生できる
ような場合の処理内容について説明する。
【００８９】
　これは、光ディスク１再生などから入力されたエンコードデジタル信号について、まず
入力部２がそのデコード音声種別情報を取得する。ここでは、圧縮符号化されたＤＴＳ方
式及びドルビーデジタル方式と、非圧縮で符号化されたＬＰＣＭ方式でエンコードされて
いると仮定する。
【００９０】
　実施の形態１と同様に、出力機２０側の機器ＩＤ情報を、先に説明したＨＤＭＩインタ
ーフェースを介して受け取り、メモリ部４に格納されている情報と比較する。一致する情
報があれば、機器ＩＤに該当する出力可能フォーマット情報を読み出す。一方一致する機
器ＩＤがなければ、出力機２０側の出力可能フォーマットなどの出力音声情報を取得する
。
【００９１】
　そして、まず、ＬＰＣＭによるマルチチャンネル方式で受信できるかどうかを、判断す
る。マルチチャンネル方式で受信できる場合は、デコード部６で、ＬＰＣＭ方式のマルチ
チャンネル出力フォーマットでデコード出力設定する。
【００９２】
　マルチチャンネル方式で受信できなければ、実施の形態３で説明したように、ＤＴＳ方
式やドルビーデジタル方式を用いたエンコードデジタル信号をデコードできる環境にある
かどうかを判断する。ＤＴＳ方式及びドルビーデジタル方式の両方が不可能であれば、Ｌ
ＰＣＭの２チャンネル出力設定が選ばれる。ＬＰＣＭでのマルチチャンネルをステレオ２
チャンネル音声にダウンミックス処理（複数チャンネルの出力音声を２チャンネルの出力
音声に合成加算する処理）を行うことによって、２チャンネル出力フォーマットで出力設
定する。
【００９３】
　これは、コンテンツの再生時に、非圧縮の符号化データと、圧縮された符号化データの
両方が選べる場合においては、ＨＤＭＩ等を介して、出力機２０側の再生環境情報を獲得
しながら、非圧縮でかつマルチチャンネル再生を選択することによって、高音質再生を実
現しようとするものである。
【００９４】
　　（実施の形態５）
　本発明の実施の形態５による音声再生装置について説明する。実施の形態１との相違点
を中心に、以下に説明する。構成例は、実施の形態１と同様で、図１、図２、及び図３を
用いて説明する。
【００９５】
　以下、再生機１０のＣＰＵ部３が、送信部７から出力する出力フォーマットを選択する
処理ルーチンについて説明する（図はなし）。本形態では、コンテンツから再生する場合
に、エンコードデジタル信号が、複数の圧縮符合化された方式（例えば、ＤＴＳ方式とド
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ルビーデジタル方式など）と、可逆圧縮符号化方式とから、任意の方式を選択し再生でき
るような場合の処理内容について説明する。
【００９６】
　これは、光ディスク１再生などから入力されたエンコードデジタル信号について、まず
入力部２がそのデコード音声種別情報を取得する。ここでは、圧縮符号化されたＤＴＳ方
式及びドルビーデジタル方式と、可逆圧縮で符号化されたＭＬＰ（Ｍｅｒｉｄｉａｎ　Ｌ
ｏｓｓｌｅｓｓ　Ｐａｃｋｉｎｇ）方式でエンコードされていると仮定する。この可逆圧
縮とは、圧縮された符号化情報も復号化すれば、完全にオリジナルの非圧縮符号化データ
に復元できる符号化方式で圧縮されるものである。逆にＤＴＳ方式やドルビーデジタル方
式は、復号化しても完全にオリジナルの非圧縮符号化データにもどらない圧縮方式を採用
している。こちら側は、非可逆圧縮と呼ばれるものである。
【００９７】
　実施の形態１と同様に、出力機２０側の機器ＩＤ情報を、先に説明したＨＤＭＩインタ
ーフェースを介して受け取り、メモリ部４に格納されている情報と比較する。一致する情
報があれば、機器ＩＤに該当する出力可能フォーマット情報を読み出す。一方一致する機
器ＩＤがなければ、出力機２０側の出力可能フォーマットなどの出力音声情報を取得する
。
【００９８】
　そして、まず、ＭＬＰによるマルチチャンネル方式で受信できるかどうかを、判断する
。マルチチャンネル方式で受信できる場合は、デコード部６で、ＭＬＰ方式でデコード出
力設定する。
【００９９】
　ＭＬＰ方式で受信できなければ、実施の形態３で説明したように、ＤＴＳ方式やドルビ
ーデジタル方式を用いたエンコードデジタル信号をデコードできる環境にあるかどうかを
判断する。ＤＴＳ方式及びドルビーデジタル方式の両方が不可能であれば、ＬＰＣＭの２
チャンネル出力設定が選ばれる。各符号化方式を復号化したマルチチャンネルをステレオ
２チャンネル音声にダウンミックス処理（複数チャンネルの出力音声を２チャンネルの出
力音声に合成加算する処理）を行うことによって、２チャンネル出力フォーマットで出力
設定する。
【０１００】
　これは、コンテンツの再生時に、非可逆圧縮の符号化データと、可逆圧縮された符号化
データの両方が選べる場合においては、ＨＤＭＩ等を介して、出力機２０側の再生環境情
報を獲得しながら、可逆圧縮再生でかつマルチチャンネル再生を選択することによって、
高音質再生を実現しようとするものである。
【０１０１】
　以上は、出力機２０側でデコード可能な方式情報を、再生機１０側が獲得することによ
り、出力機２０側で再生可能なフォーマットでデコードし出力処理設定を施して出力する
ことを説明してきた。またできるだけ高音質で再生する環境をできるような選択を施す処
理の実現方法について説明してきた。
【０１０２】
　しかし、再生機１０側より、出力機２０側に伝送する伝送路の帯域が少ない場合などは
、ＬＰＣＭではなく、符号化されたストリームの状態で出力するほうが都合がよい。この
ような場合には、まずエンコードデジタル信号である符号化されたストリームでの信号を
受信再生できるかどうかをまず判断し、つぎに２チャンネルでのＬＰＣＭでの転送を選択
するように構成すればよい。つまり伝送帯域に制限がある場合は、圧縮符号化された圧縮
ビットレートの低い方式を有する音声データを優先して出力することにより、音声情報量
をできるだけ少なくして伝送することで、伝送路でのデータ伝送のトラヒックの低減に寄
与することができる。
【０１０３】
　この音声再生装置の再生手段側の適用例としては、ＳＴＢ、デジタル衛星放送受像機及
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びその記録機器、ＤＶＤプレーヤもしくはＤＶＤレコーダの関連機器、その他の光ディス
ク等の再生機能を有する機器、ハードディスクレコーダ、パーソナルコンピュータなどが
あり、音声出力手段側の適用例としては、ＡＶアンプ、映像及び音声出力を有するテレビ
モニタやプロジェクタ、パーソナルコンピュータなどがある。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明における音声再生装置は、再生機器側と出力機器側間にデジタルインターフェー
スを有し、出力機器側の音声再生条件を元に、再生機器側でデジタル符号化された複数の
符号化音声信号から再生するため、出力機器の出力可能条件に合わせた符号化音声信号を
選択するといった用途に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明の実施の形態１に於ける音声再生装置の構成を示す図
【図２】本発明の実施の形態１に於けるビデオとオーディオのデコード構成を示す図
【図３】ＨＤＭＩの構成を示す図
【図４】本発明の実施の形態１に於ける機器固有情報の構成の例を示す図
【図５】本発明の実施の形態１に於ける機器固有情報の別の構成の例を示す図
【図６】本発明の実施の形態１に於けるメモリに記録された内容の構成の例を示す図
【図７】本発明の実施の形態１に於けるデジタル放送を再生する場合のデコード処理を示
す図
【図８】本発明の実施の形態２に於けるデジタル放送を再生する場合のデコード処理を示
す図
【図９】本発明の実施の形態３に於けるディスク媒体を再生する場合のデコード処理を示
す図
【図１０】本発明の実施の形態１に於けるサンプリング音声処理を示す図
【図１１】従来例のオーディオ機器の構成を示す図
【図１２】従来例の映像受信システムの構成を示す図
【符号の説明】
【０１０６】
　１　　ディスク再生部
　２　　アンテナ部
　３　　ＣＰＵ部
　４　　メモリ部
　５　　入力部
　６　　デコード部
　７　　送信部
　８　　情報獲得部
　１０　　再生機
　１１　　機器固有情報部
　１２　　受信部
　１３　　出力部
　２０　　出力機
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